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■提案概要                                  No.2－20 

提案名 環境価値創造型タウン・マネージメント 分 野 
まちなみ・住環境

の分野に係る提案

提案者 パナホーム株式会社 種 別 システム提案 

構 造 鉄骨造（プレハブ） 建て方 一戸建ての住宅 
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■提案の基本的考え方 
弊社では長期優良住宅についての考え方として「いいものをつくってきちんと手入れして長く大切に使う」

には、長期に渡って性能を維持する建築性能の品質の高さはもちろんですが、居住者の意識啓発が必要という

観点を一貫して重視しており、これからも設計品質の高さと、居住者と建物の接点となる住まい手視点の社会

技術の融合、考え方の普及に努めていく所存です。また昨今では、個々の住宅だけでなく何世代にも長くわた

って住まい続けられるような、循環性の高い住環境の整備が求められています。いわゆるサスティナブルコミ

ュニティとは、人と人とのつながりや生き方、魅力的なコミュニティといったソフト面から、自然と共生し、

住まいづくり、まちづくり、インフラなどのハード面まで幅広く含めた、強いコミュニティ意識と持続可能な

構造を持つ社会を指し、まさしく居住者の自発的取り組みが肝要なものと言えます。 

弊社は、環境価値創造企業として、このような手法による究極のまちづくりを“環境価値創造型タウンマネ

ージメント”として実現を目指したいと考えました。 

今回は街づくりの視点から、優れた設計技術だけでなく、それを有効に活用する社会技術を併行的に活用し

て、ハードやシステムだけに頼ることなく、将来の変化を見据えた街づくり提案を行い、住宅の長寿命化に寄

与するものとしました。当該地は横浜市旭区、「二俣川」駅近辺の分譲物件であり、既存の環境継承に根ざし、

街の環境保全と、長期的に住み継ぐ仕掛け作りを総合的にマネージメントすることで、取り組みを広く普及し

啓発に努めることを提案し持続的社会への貢献を目指しました。 

 

■提案内容 
当該地は東西方向に斜面からなる高低差を生じ、中間地帯に１４戸の宅地を形成します。（図１） 

物件は神奈川県横浜市旭区の、周辺の自然環境も良好な台地形状の土地です。街区内の環境保全は不可欠であ 

り、街区内の環境保全、維持管理活動はもちろんのこと、地域のイメージリーダーとなることで、これらの 

活動を住民主体で周辺に啓発ことが狙いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ロー・インパクトの街並み設計 
ロー・インパクトとは、人間が自然と関わり合う際、環境に与える影響を極力抑えようとすること。また、

その考え方を指します。この観点の提案は以下の通りです。 

①住まいの消費エネルギーの低減を実現する住宅性能を保有 

②地勢になじみ、隣接地に配慮した住宅計画 

③防犯対策としてＬＥＤ外構照明によるＥＣＯライティング 

④既存緑地を無償提供用地とし、無用な開発を避けて植生の保全を実施 

⑤自浄作用のある外装タイルの採用により空気浄化作用を生かす 

⑥傾斜地のがけ崩れ防止を配慮した造成  

図１・街区全体図 

図２・エントランス 図３・住宅断面図 

図４・まちなみイメージ 図５・既存緑地の保全
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・住宅計画の考え方 

既存の地勢を 大限に生かした造成設計、住宅設計を行います。過剰な造成工事を回避し、既存の自然環境

条件に負荷の少ない計画とします。住宅は高低差を生かした２階玄関のあるタイプもあり、住宅設計手法の

好例となるべく風格と感性価値の高いものとします。（図２～図４） 

・既存緑地の保全 

  宅地開発のアンチテーゼとして、一時的に既存の自然環境を破壊してしまうことが挙げられます。 

  これを 小限に抑えるため、既存緑地を土地購入者のための無償提供用地（１１戸が提供）として確保し、

環境負荷の低減に努めました。（図５） 

  またこの緑地は街区及び周辺の憩いの場とするだけでなく、緑地の保全を住民主体で維持することを 

  共通目標とすることで、街への愛着を育み、永く住み継がれるべき街の形成への意識醸成を図ります。 

 

● 循環・持続型の仕組みづくり 
仕組みづくりは主に以下の 2点からなります。 

① 街の植栽管理をサポートするガーデナーズシステム 

② 『街づくり＆住戸設計マニュアル』で街区の景観設計をガイドライン化し、住民の共通認識を図りなが 

ら優良な街並み形成を継承する仕組みづくりを行う 

・ガーデナーズシステム 

ガーデナーズシステムとは、プロのガーデナーが外構や緑地のお手入れ指導、剪定の実施する、街を美しく

維持するための仕組みです。緑量のある街並みを維持することは、住み手が主体となって継続的に庭造りへ

の意識・努力を続けることが不可欠です。ガーデナーズシステムは、住民の植栽管理をサポートし、街並み

を美しく維持します。（図６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・『街づくり＆住戸設計マニュアル』 

街づくりのノウハウを蓄積して住まい手に共通認識としてもらうために、街区景観設計をガイドライン化し

ます。（図７） 

 

●住生活の基盤となる、優れた住宅性能とサポート 

本提案の住宅基礎技術は弊社商品（パナホーム）の優れた先進技術、先進設備、長期にわたる充実したサポー

ト体制で取り組んでおります。 

 

  

 

 

 

■提案者からのコメント 
このたび、長期優良住宅先導事業が目指すストック社会への取り組みについて、「まちなみ・住環境の分野」の

側面から寄与できる提案を行いました。住宅単体が長期的かつ持続的に営まわれる要因として、要素技術、愛着

の醸成など様々な事象が語られていますが、さらに言えば、循環性の高い住環境の整備も大きく影響しているよ

うに思います。この整備は一過性の技術投入のみによって解決されるものではなく、継続的な住民の維持管理の

意識によって成功するといっても過言ではなく、今後のストック社会の充実における大きなポイントとなるであ

ろうと考えています。したがって今回の提案名を「タウン・マネージメント」としたのはこの点におおきく意味

を込めています。今後もこのような取り組みが各地で試行されるよう、一助となることを願ってやみません。

 図６・ガーデナーズシステム

図７・『街づくり＆住戸設計マニュアル』 

③ 建物基本仕様
・設計・建設性能評価書取得 （※構造等級２以上とする。）
・ＣＡＳＢＥＥ Ａランク以上の確保 （※建売は、Ｓランク取得必須）
・長期優良住宅の原則取得する。 （※プランによる）
・住宅エコポイント適用（※適用できない場合は、別途協議とする）

３．建築について

① 用途制限

第１種低層住居専用地域に建築できる建築物のレベルとする。
原則 専用住宅２階建。平屋は可能。事務所併用は不可とする。

② 壁面後退
外壁面と道路境界線及び隣地境界線までの距離は有効０．５ｍ以上とする。
※下記の条件の場合は壁面後退の制限はありません。
物置等で、軒高２．３ｍ以下でかつ床面積の合計が５㎡以下のもの。

・道路境界線から壁面後退距離を原則有効０．５ｍ以上とする。(バルコニー除外）
・隣地境界線から壁面後退距離を有効０．５ｍ以上とする。 (バルコニー含む） （必須）

・最低配置寸法は有機外壁の場合６００ｍｍ、タイル貼りの場合６２０ｍｍとする。
・北側配慮（セットバック、勾配など）無し。（一部区画を除く。）※１高の為、もともと厳しい。
・その他詳細については、建築基準法の集団規定に準ずる。
・ガラス種については、原則として北・西側を「型板」とする。ただし下記の場合、は、
透明ガラス「可」とする。

①道路面
②シャッター付の窓
③隣地境界から２ｍ以上距離が確保されている窓

０．５ｍ
以上

０．５ｍ
以上

０
．

５
ｍ

以
上

０
．

５
ｍ

以
上

道路エコライフタウン二俣川・設計ルール（案）

バルコニー

０．５ｍ
以上

０．５ｍ
以上

０
．

５
ｍ

以
上

０
．

５
ｍ

以
上

道路エコライフタウン二俣川・設計ルール（案）

バルコニー

⑤屋根形状

・２階部分の屋根形状は原則として勾配屋根とします。（６寸勾配推奨）

・ファサード面は、切妻屋根、部分切妻屋根を推奨とします。
寄棟屋根とする場合、ファサード面に切妻面が来ない場合は、オーバーハングや屋根上バルコニー
下屋などを活用し、単調なファサードとならないよう配慮して下さい。

・オールフラット形状の屋根は不可とします。

・フラット形状の屋根で歩行できる構造形式の場合は、

①ファサード面より２Ｐ分にはフラット屋根、屋上を設けず、勾配屋根として下さい。

②隣地境界より２ｍ以内には入れない様に、屋上手摺を設置して下さい。

③屋上に上がる階段はバルコニーからの階段を原則とし、ペントハウスは不可とします。
また、階段の位置はファサードから直接見えない位置として下さい。

①２Ｐ以上勾配屋根
②２ｍ以内に入れない
ように屋上手摺設置

③ファサード面から
直接見えない
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